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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と、前記携帯端末と無線通信を行う基地局と、前記基地局をコアネットワーク
に接続するゲートウェイ装置と、前記コアネットワークに設置され、前記携帯端末の移動
管理を行うコアネットワーク装置と、を有する移動通信システムにおいて、
　前記携帯端末は、
　選択的にＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）トラフィックのオフロードを起
動するか否かを判断するための情報を、前記ゲートウェイ装置に送信し、
　前記ゲートウェイ装置は、
　前記携帯端末から送信されてきた前記情報に基づいて、Ｕ－Ｐｌａｎｅを終端するか否
かを制御する移動通信システム。
【請求項２】
　前記コアネットワーク装置が前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動すると
判断した場合、前記携帯端末は前記情報を前記ゲートウェイ装置に送信し、
　前記情報は、前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動することを示す情報で
ある、請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記ゲートウェイ装置は、
　前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動することを示す情報を受信した場合
に、
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　前記Ｕ－ｐｌａｎｅを終端しないように制御する、請求項２に記載の移動通信システム
。
【請求項４】
　前記携帯端末は、
　前記情報を、送信するメッセージに含めることができる、請求項１から３のいずれか１
項に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記携帯端末は、
　前記コアネットワーク装置が前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動しない
と判断した場合に、
　送信するメッセージに、前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動するか否か
を判断するための情報を含めない、請求項１から３のいずれか１項に記載の移動通信シス
テム。
【請求項６】
　前記ゲートウェイ装置は、
　受信したメッセージに、前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動するか否か
を判断するための情報が含まれていなかった場合に
　前記Ｕ－ｐｌａｎｅを終端するように制御する、請求項５に記載の移動通信システム。
【請求項７】
　前記ゲートウェイ装置が前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動することを
示す情報を受信した場合、
　前記基地局とオフロードポイントとの間のＵ－ｐｌａｎｅが、前記ゲートウェイ装置を
介さずにダイレクトに伝送される、請求項３に記載の移動通信システム。
【請求項８】
　前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動するか否かを判断するための情報は
、ＥＲＡＢ　Ｍｏｄｉｆｙ　ｍｅｓｓａｇｅを介して送信される、請求項１から７のいず
れか１項に記載の通信システム。
【請求項９】
　前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動した後、前記選択的にＩＰトラフィ
ックのオフロードの起動が不要となった場合は、
　前記携帯端末は、ＥＲＡＢ　Ｍｏｄｉｆｙ　ｍｅｓｓａｇｅに前記選択的にＩＰトラフ
ィックのオフロードを起動するか否かを判断するための情報を設定しないことで、前記ゲ
ートウェイ装置に前記選択的にＩＰトラフィックのオフロードの解除を知らせる、請求項
１から８のいずれか１項に記載の移動通信システム。
【請求項１０】
　携帯端末と無線通信を行う基地局をコアネットワークに接続するゲートウェイ装置であ
って、
　選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動するか否かを判断するための情報を、前
記携帯端末から受信する通信部を有する、ゲートウェイ装置。
【請求項１１】
　携帯端末と無線通信を行う基地局をコアネットワークに接続するゲートウェイ装置によ
る通信方法であって、
　選択的にＩＰトラフィックのオフロードを起動するか否かを判断するための情報を、前
記携帯端末から受信する、通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システム、ゲートウェイ装置、コアネットワーク装置、通信方法に
関する。
【背景技術】
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【０００２】
　最近の移動通信システムには、マクロセル基地局、ピコセル基地局、フェムトセル基地
局等の様々な基地局が含まれている。マクロセル基地局は、セル半径が1km以上のマクロ
セルを形成するもので、ピコセル基地局は、セル半径が0.5km～1.5km程度のピコセルを形
成するもので、フェムトセル基地局は、セル半径が10m～500m程度のフェムトセルを形成
するものである。このうちフェムトセルやピコセルは、特にスモールセルと呼ばれている
。本明細書でも、スモールセルという用語を適宜使用する。
【０００３】
　スモールセルを形成する目的は、大きく分けて２つあり、第１の目的はカバーレッジ補
完であり、第２の目的は大容量化である。
【０００４】
　第１の目的について説明する。マクロセル基地局の電波は、建物の壁などで損失するた
め、家庭内には届きにくい。そのため、スモールセルを形成する基地局を家庭内に設置し
、その基地局が電波を発射することにより、家庭内においても十分な移動通信サービスを
受けることができる。
【０００５】
　第２の目的について説明する。近年、携帯電話の普及、スマートフォンの台頭により、
ユーザトラフィック（パケットデータに代表されるユーザデータ）が急増している。スモ
ールセルでは、基地局のセル半径を小さくすることで、セルあたりの収容人数を少なくし
、全体の容量を増やすことが可能となる。このように、急増するユーザトラフィックに対
応するため、基地局のセル半径を小さくするというスモールセルソリューションが普及し
てきている。
【０００６】
　以下、スモールセルを適用した移動通信システムについて説明する。
【０００７】
　図１に、LTE（Long Term Evolution）向けの移動通信システムの構成の概要を示す。な
お、図１は、後述するSIPTO（Selected IP Traffic Offload、IP：Internet Protocol） 
above RAN（Radio Access Network）を起動可能なシステムである。
【０００８】
　図１において、UE（User Equipment）101,102は携帯端末である。
【０００９】
　S-GW（Serving-Gateway）108,111,117は、コアネットワークにおいてユーザデータ（U
（User）-plane）を伝送する装置である。
【００１０】
　P-GW（PDN-Gateway、PDN：Packet Data Network）107,112,119は、EPC（Evolved Packe
t Core）、IMS（IP Multimedia Subsystem）、あるいは外部パケット網（例えば、インタ
ーネット106,113,120等の外部ネットワーク）と、のインタフェースを持つ装置である。
【００１１】
　MME（Mobility Management Entity）115は、コアネットワークにおいて信号制御やUE 1
01,102の移動管理を行うコアネットワーク装置であり、UE 101,102との間のユーザデータ
の経路（すなわち、S-GWおよびP-GW）の選択を行う。
【００１２】
　eNB（evolved NodeB）103は、UE 101と無線通信を行う基地局である。
【００１３】
　HeNB（Home eNB）104は、UE 102と無線通信を行う基地局である。
【００１４】
　HeNB 104は、LTE向けのフェムトセル基地局を指し、また、eNB 103は、フェムトセル基
地局以外のLTE向けの基地局を指しており、ピコセル基地局でもマクロセル基地局でも良
いものとする。
【００１５】
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　なお、図１には図示していないが、HNB（Home NodeB）は、3G（3rd Generation）向け
のフェムトセル基地局を指し、また、NodeBは、フェムトセル基地局以外の3G向けの基地
局を指しており、ピコセル基地局でもマクロセル基地局でも良いものとする。
【００１６】
　また、本明細書では、図１には図示していないが、下記の略語を適宜使用する。
【００１７】
　(H)eNBは、HeNBかeNBのいずれかを指すものとする。
【００１８】
　H(e)NBは、HNBか、HeNBのいずれかを指すものとする。
【００１９】
　(H)(e)NBは、HNBか、HeNBか、NodeBか、eNBのいずれかを指すものとする。
【００２０】
　HeNB-GW 114は、複数のeNB 103あるいは複数のHeNB 104を収容し、これらをコアネット
ワークに接続するゲートウェイ装置であり、HeNB 104あるいはeNB 103とコアネットワー
クとの間のユーザデータおよび制御信号（C（Control）-plane）の中継を行う。なお、He
NB-GW 114は、WiFi（Wireless Fidelity）機能など他の無線通信機能を具備した基地局を
収容しても良い。
【００２１】
　なお、図１には図示していないが、3G向けのフェムトセル基地局を収容するゲートウェ
イ装置は、HNB-GWと呼ばれる。
【００２２】
　SeGW（Security Gateway）109,110は、HeNB 104あるいはeNB 103との間においてIPsec
トンネルを確立し、セキュアな通信を提供する。
【００２３】
　HSS（Home Subscriber Server）116は、UE 101,102を使用している加入者毎の情報を保
持し、MME 115から加入者に関する情報の問い合わせがあった場合に、その情報を返す。
【００２４】
　DNS（Domain Name System）118は、MME 115がS-GW,P-GWを選択する場合に使用される。
【００２５】
　MME 115は、UE 101,102がアクセスしている基地局のTAC（Tracking Area Code）やRAC
（Routing Area Code）の情報を基に、関連技術のDNSメカニズム（NAPTR: The Naming Au
thority Pointer）を使用して、UE 101,102のユーザデータを伝送するS-GW,P-GWを選択す
る。
【００２６】
　また、MME 115は、TACやRACの情報だけでは適切なS-GW,P-GWを選択できない場合は、さ
らに、UE 101,102がアクセスしているRNC（Radio Network Controller）やeNBのRNC-IDや
eNB-ID等の情報も考慮して、関連技術のDNSメカニズムを使用して、UE 101,102のユーザ
データを伝送するS-GW,P-GWを選択する。
【００２７】
　本システムは、上述したように、SIPTO above RANが起動可能なシステムである。SIPTO
においては、UEからインターネットに向けて送信されたユーザデータを、そのUEがアクセ
スした基地局に近いオフロードポイントにてオフロードすることが想定されている。
【００２８】
　図１では、S-GWとしてS-GW 108,111,117の３台が示されている。
【００２９】
　このうちS-GW 117は、コアネットワークにあるノードであり、SIPTOを起動しない場合
に使用される。
【００３０】
　S-GW 108は、SIPTOを起動する場合にオフロードポイントとして選択されるオフロード
用のS-GWであり、UE 101がeNB 103にアクセスしている状況でSIPTOを起動する場合に、eN
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B 103からみて地理的／ネットワークトポロジー的にもっとも近いS-GWである。
【００３１】
　S-GW 111は、SIPTOを起動する場合にオフロードポイントとして選択されるオフロード
用のS-GWであり、UE 102がHeNB 104にアクセスしている状況でSIPTOを起動する場合に、H
eNB 104からみて地理的／ネットワークトポロジー的にもっとも近いS-GWである。
【００３２】
　また、図１では、P-GWとしてP-GW 107,112,119の３台が示されている。
【００３３】
　このうちP-GW 119は、コアネットワークにあるノードであり、SIPTOを起動しない場合
に使用される。
【００３４】
　P-GW 107は、SIPTOを起動する場合にオフロードポイントとして選択されるオフロード
用のP-GWであり、UE 101がeNB 103にアクセスしている状況でSIPTOを起動する場合に、eN
B 103からみて地理的／ネットワークトポロジー的にもっとも近いP-GWである。
【００３５】
　P-GW 112は、SIPTOを起動する場合にオフロードポイントとして選択されるオフロード
用のP-GWであり、UE 102がHeNB 104にアクセスしている状況でSIPTOをする場合に、HeNB 
104からみて地理的／ネットワークトポロジー的にもっとも近いP-GWである。
【００３６】
　なお、SeGW 109,110は、コアネットワークに設置されても良いし、Backhaul Network 1
05に設置されても良い。特にSeGW 109,110の設置位置は制限されない。
【００３７】
　同様に、HeNB-GW 114は、コアネットワークに設置されても良いし、Backhaul Network 
105に設置されても良い。特にHeNB-GW114の設置位置は制限されない。
【００３８】
　同様に、オフロード用のS-GW 108,111、P-GW 107,112はコアネットワークに設置されて
も良いし、Backhaul Network 105に設置されても良い。また、オフロード用のS-GW, P-GW
の機能がHeNB 104やeNB 103に具備されても良い。特にオフロード用のS-GW 108,111、P-G
W 107,112の設置位置は制限されない。
【００３９】
　以下、HeNB-GW 114について詳細に説明する。
【００４０】
　スモールセルを形成する基地局を収容するゲートウェイ装置は、スモールセルゲートウ
ェイと呼ばれる。ここでは、複数のHeNB 104を収容する、スモールセルゲートウェイとし
てのHeNB-GW 114について説明する。
【００４１】
　スモールセルゲートウェイとしてのHeNB-GW 114を設置する場合、関連技術（3GPP TS36
.300 Ver11.5.0、3GPP：3rd Generation Partnership Project）に示されるように、MME 
115との間のS1インタフェースのC-plane(S1-Cと略す。)を集線化することが可能になると
共に、S-GW 117との間のS1インタフェースのU-plane(S1-Uと略す。)を集線化することが
可能になる。
【００４２】
　C-planeについては、MME 115は、S1インタフェース上のリンクの状態監視を行うために
、SCTP（Stream Control Transmission Protocol）のHEARTBEAT信号の送受信を行う。し
かし、HeNB-GW 114が複数のHeNB 104を束ねることによって、MME 115は、各HeNB 104との
間でHEARTBEAT信号を送受信する必要がなくなり、HeNB-GW 114との間でのみHEARTBEAT信
号を送受信すれば良い。すなわち、HeNB-GW 114が各HeNB 104との間でSCTPのHEARTBEAT信
号を送受信することによってリンクの状態監視を行う。これによって、MME 115の信号負
荷を低減させることができる。
【００４３】
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　一方、U-planeについては、S-GW 117は、GTP-U（GPRS Tunneling Protocol-User、GPRS
：General Packet Radio Service）プロトコルのECHO手順によってGTP-Uのパスの正常性
を監視する。しかし、HeNB-GW 114が複数のHeNB 104を束ねることによって、S-GW 117は
、各HeNB 104との間でECHO手順を実施する必要がなくなり、HeNB-GW 114との間でのみECH
O手順を実施すれば良い。すなわち、HeNB-GW 114が各HeNB 104との間でECHO手順を実施す
ることによってU-planeの状態監視を行う。これによって、S-GW 117の信号負荷を低減さ
せることができる。
【００４４】
　また、コアネットワークにおいては、すでにコアネットワーク内の機器に対してIPアド
レスが割り当てられている。数多く（例えば、数十万台規模）のHeNB 104を後に導入する
場合、事業者が割り当て可能なIPアドレスには限界があるため、場合によっては、IPアド
レスの再割り当てなど再構築が必要になる可能性がある。
【００４５】
　そこで、HeNB 104とコアネットワークとの間にHeNB-GW 114を設置することにより、HeN
B-GW 114経由で流れる制御信号、ユーザデータについては、HeNB-GW 114で一度終端し、H
eNB-GW 114のアドレスに置き換えることができる。これにより、コアネットワークにおい
ては、HeNB-GW 114のIPアドレスのみを用意すればよく、また、コアネットワークとHeNB 
104間のIPアドレス空間の独立性を保つことができる。このように、HeNB-GW 114があれば
、コアネットワークのIPアドレス設定に影響することなく、容易にHeNB 104を導入するこ
とが可能となる。このようにHeNB-GW 114によって数多くのHeNB 104に対する集線機能が
実現される。
【００４６】
　また、HeNB 104は、家庭や企業にも設置されることが想定されるため、マクロセル基地
局に比べて、頻繁に電源がON/OFFされることが想定される。このときに、HeNB-GW 114が
存在しなければ、HeNB 104が電源OFFとなった場合、MME 115とHeNB 104との間のSCTPリン
クの障害、および、S-GW 117とHeNB 104との間のU-planeの障害によってMME 115およびS-
GW 117に数多くのアラームが上がってしまうこととなる。その一方、HeNB-GW 114が存在
すれば、HeNB 104が電源OFFになったとしても、MME 115側とのSCTPリンク、S-GW 117側と
のU-planeには影響がなくなり、アラームが発生することもない。
【００４７】
　このように、HeNB 104が数多く設置される状況においては、HeNB-GW 114は、MME 115お
よびS-GW 117の信号負荷低減のため、また、HeNB 104の電源ON/OFF時のMME 115およびS-G
W 117へのアラームをなくすために必要となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００４８】
【非特許文献１】3GPP TS36.300 Ver11.5.0
【非特許文献２】3GPP TS23.401 Ver12.1.0
【非特許文献３】3GPP TS29.303 Ver12.0.0
【非特許文献４】3GPP TS36.413 Ver11.4.0
【非特許文献５】3GPP TS32.782 Ver11.0.0
【非特許文献６】3GPP TS32.752 Ver11.0.1
【非特許文献７】3GPP TS36.932 Ver12.0.0
【非特許文献８】3GPP TS23.060 Ver12.1.0
【非特許文献９】3GPP TS25.413 Ver11.4.0
【非特許文献１０】3GPP TS32.642 Ver11.4.0
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４９】
　上述したように、近年、ユーザトラフィックの急増に対する対策として、基地局のセル
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半径を小さくするスモールセルソリューションが普及している。また、ホットスポット2.
0のような移動通信網と無線LAN（Local Area Network）との連携技術も普及しつつある。
【００５０】
　また、上記のスモールセルソリューション等は無線回線上の対策であるが、ユーザトラ
フィックの急増によって、Backhaul Networkの回線コスト、パケット網の製品（例えば、
S-GW,P-GW）の機器コストが増加するという有線回線上の問題もある。この対策としては
、3GPPでは、ＭＮＯ（Mobile Network Operator）のユーザデータを迂回させてインター
ネットに向ける技術として、上述したSIPTO技術が確立してきている。
【００５１】
　3GPP標準で定められたSIPTOの方式は、次の３方式に大別される。
【００５２】
　方式１：
　RANよりも上位ノードにてオフロードする方式（SIPTO above RAN）（参照：3GPP TS23.
401 Ver12.1.0の4.3.15に記載）
　方式２：
　ローカルネットワークにおける、S-GWとL-GW（Local-Gateway）機能を具備したStand-a
lone GWにてオフロードする方式（参照：3GPP TS23.401 Ver12.1.0の4.3.15a.2のSIPTO a
t the Local Network with stand-alone GW (with S-GW and L-GW collocated) function
に記載）
　方式３：
　ローカルネットワークにおける、L-GW機能を具備するH(e)NBにてオフロードする方式（
参照：3GPP TS23.401 Ver12.1.0の4.3.15a.3のSIPTO at the Local Network with L-GW f
unction collocated with the (H)eNBに記載）
　以下、SIPTOの方式１～３について詳細に説明する。
（１）方式１：RANよりも上位にてオフロードする方式（SIPTO above RAN）
　本方式１について図１を参照して説明する。
【００５３】
　本方式１は、RAN（例えば、図１では、eNB 103およびHeNB 104を含むネットワークに相
当）よりも上位ノードにてオフロードする。
【００５４】
　関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.1.0）では、オペレータは、ユーザ毎、かつ、接続す
るAPN（Access Point Name）毎に、SIPTOの起動を許可するか否かを示す加入者データ（S
ubscription data）をHSS 116に設定することができる。この加入者データを基に、HSS 1
16は、MME 115に対し、SIPTOの起動を許可するか否かを指示することができる。
【００５５】
　また、SIPTOの起動の許可に関する加入者データがHSS 116に設定されていない場合に対
応できるように、MME 115には、APN毎に、SIPTOの起動を許可しても良いか否かの許可情
報を設定することができる。なお、MME 115の設定と、HSS 116からのSIPTOの許可に関す
る加入者データと、の間に矛盾がある場合には、SIPTOは起動されない。
【００５６】
　このように、MME 115は、SIPTOを起動するか否かを、HSS 116におけるユーザ毎かつAPN
毎の加入者データ、および、MME 115におけるAPN毎の許可情報によって判断する。
【００５７】
　MME 115は、SIPTOを起動する場合、オペレータのネットワークの設定にも依存するが、
TAI（Tracking Area Identity）、eNodeB-ID、あるいは、TAIとeNodeB-IDの両方を用いて
、DNS 118を使用してS-GW,P-GWを選択する（関連技術では3GPP TS29.303 Ver12.0.0にて
示されている。）。
【００５８】
　しかしながら、MME 115がSIPTOを起動したか否かは、関連技術（3GPP TS36.413 Ver11.
4.0）では、S1APプロトコルによってHeNB-GW 114あるいはHeNB 104に通知されることはな
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い。
【００５９】
　図２～図５に、関連技術（3GPP 36.413 Ver11.4.0）における各メッセージのパラメー
タの例を示す。図２は、E-RAB（E-UTRAN Radio Access Bearer、E-UTRAN：Evolved Unive
rsal Terrestrial Radio Access Network） SETUP REQUESTメッセージ、図３は、INITIAL
 CONTEXT SETUP REQUESTメッセージ、図４は、HANDOVER REQUESTメッセージ、図５は、PA
TH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージのパラメータを示している。なお、図２にお
いては、Correlation IDと呼ばれるパラメータがあるが、本パラメータは、LIPA（Local 
IP Access）、あるいは、SIPTO at the local networkにおいて、L-GWがHeNBと同一装置
である場合（すなわち、L-GWがHeNBにcollocateされている場合）のみに設定されるパラ
メータであり、本パラメータは、SIPTO above RANの場合には適用されない。
【００６０】
　図２～図５からもわかるように、SIPTO above RANが起動されているか否かは、S1APプ
ロトコルによってHeNB-GW 114あるいはHeNB 104に通知されることはない。
【００６１】
　したがって、HeNB-GW 114は、SIPTO above RANの場合に、SIPTOが起動されているか否
かを知ることはできない。
【００６２】
　また、関連技術（3GPP TS32.782 Ver11.0.0の6.2.1のAttributes and relationships、
3GPP TS32.752 Ver11.0.1）では、HeNB-GW 114は、MME 115およびS-GW 108,111,117のIP
アドレスを保持する。しかし、HeNB-GW 114は、S-GW 108,111,117が、SIPTO above RAN起
動時にオフロードポイントとして選択されるのか、SIPTO above RAN起動時には選択され
ずにコアネットワーク側で使用されるのか、を区別する情報は持っていない。
【００６３】
　したがって、HeNB-GW 114は、MME 115からS1APメッセージにて通知されるTRANSPORT LA
YER Addressの情報だけでは、その情報で示されるS-GWがSIPTO above RAN起動時に選択さ
れるS-GWであるか否かを判断することはできない。
【００６４】
　一方、HeNB-GW 114は、数多くのHeNB 104を収容化する。HeNB-GW 114は、U-planeの終
端、つまり、GTP-Uプロトコルのユーザデータを中継する。この場合、HeNB-GW 114は、後
述のE-RAB Setup Requestメッセージを受信したときに、そのE-RAB Setup Requestメッセ
ージのIPアドレス、GTP-UのTEID（Tunnel endpoint ID）を、HeNB-GW 114自身のIPアドレ
ス、TEIDによって置き換える必要がある。
【００６５】
　図６に、関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.1.0の5.10.2のUE requested PDN connectivi
ty）において、E-RABを確立する場合のシーケンスを示す。
【００６６】
　ステップA1:
　UE 102は、新たなPDN接続を要求する場合、PDN Connectivity RequestメッセージをMME
 115に送信する。
【００６７】
　ステップA2:
　MME 115は、関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.1.0の5.10.2のUE requested PDN connect
ivity）にしたがい、新たなPDN接続のベアラのために、S-GW 117およびP-GW 119のTEIDの
リソースを補足し、E-RABの確立を要求するメッセージであるE-RAB SETUP REQUESTメッセ
ージをHeNB-GW 114に送信する。
【００６８】
　ステップA3:
　HeNB-GW 114は、E-RAB Setup RequestメッセージをMME 115から受信した場合、HeNB 10
4からの上りのユーザデータの宛先であるTEIDを、E-RAB毎にアサインする。また、HeNB-G
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W 114は、自身のTEIDおよびIPアドレスを用いて、E-RABの確立を要求するE-RAB Setup Re
questメッセージを構築し、HeNB 104にE-RAB Setup Requestメッセージを送信する。
【００６９】
　ステップA4:
　HeNB 104は、E-RAB Setup RequestメッセージをHeNB-GW 114から受信した場合、新たな
ベアラのために適切な無線リソースを割り当て、設定を行い、UE 102に対してRRC Connec
tion Reconfigurationメッセージを送信する。
【００７０】
　ステップA5:
　UE 102は、HeNB 104の指示に従い新たなベアラのための設定を行い、RRC Connection R
econfiguration CompleteメッセージをHeNB 104に送信する。
【００７１】
　ステップA6:
　HeNB 104は、RRC Connection Reconfiguration CompleteメッセージをUE 102から受信
した場合、E-RAB Setup ResponseメッセージをHeNB-GW 114に送信する。
【００７２】
　ステップA7:
　HeNB-GW 114は、HeNB 104からE-RAB Setup Responseメッセージを受信した場合、S-GW 
117から下りのユーザデータの宛先であるTEIDを、E-RAB毎にアサインする。また、HeNB-G
W 114は、MME 115に送信する、E-RAB Setup Requestメッセージに対する応答メッセージ
であるE-RAB Setup Responseメッセージにおいて、TEIDをHeNB-GW 114自身のTEIDにて置
き換える。また、このとき、HeNB 104からのE-RAB Setup ResponseメッセージのTranspor
t layer AddressはHeNB 104のIPアドレスが設定されている。そのため、ユーザデータがH
eNB-GW 114に転送されるように、HeNB-GW 114は、MME 115に送信するE-RAB Setup Respon
seメッセージのTransport layer AddressをHeNB-GW 114自身のIPアドレスに置き換える。
【００７３】
　上記の動作により、図７に示すように、関連技術では、ユーザデータは、HeNB-GW 114
を介して送受信されることが確実になる。このように、HeNB-GW 114を介してU-planeの中
継が行われるため、本機能はU-planeリレー機能（または終端機能）とも呼ばれる。U-pla
neリレー機能ではHeNB 104からのU-planeのユーザデータを一度、HeNB-GW 114において終
端し、MME115にU-planeのプロトコルメッセージの送信を行う。逆に、MME 115からのU-pl
aneのプロトコルメッセージを一度、HeNB-GW 114において終端し、HeNB 104にU-planeの
プロトコルメッセージの送信を行う。HeNB-GW114は、HeNB104に対する集線機能を行わな
い。
【００７４】
　U-planeリレー機能を起動しない場合においては、HeNB 104からのU-planeのユーザデー
タを、HeNB-GW 114において終端せずに、MME115にU-planeのプロトコルメッセージの送信
を行う。逆に、MME 115からのU-planeのプロトコルメッセージをHeNB-GW 114において終
端せずに、HeNB 104にU-planeのプロトコルメッセージの送信を行う。HeNB-GW114は、HeN
B104に対する集線機能を行わない。
【００７５】
　次に、本方式１において、SIPTOが起動されている状態で、HeNB-GW 114のU-planeリレ
ー機能を起動する場合の問題について述べる。
【００７６】
　なお、上記動作のシーケンス自体は図６と同様であり、以下、上記動作について、図６
を用いて説明した動作との差分を中心に説明する。
【００７７】
　ステップA2:
　MME 115は、HSS 116に設定された加入者データおよびMME 115に設定された許可情報を
考慮し、最終的に、SIPTO above RANを起動するか否かを判断する。MME 115は、SIPTO ab
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ove RANを起動する場合には、関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.1.0の4.3.8.1, 4.3.8.2）
に示されるように、UE 102が在圏しているHeNB 104が属している、TAIとeNodeB-IDのいず
れか、あるいは、TAIとeNodeB-IDの両方を用いて、DNS 118を使用して、P-GW 112、S-GW 
111を選択する。
【００７８】
　MME 115は、関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.1.0の5.10.2のUE requested PDN connect
ivity）にしたがい、新たなPDN接続のベアラのために、S-GW 111およびP-GW 112のTEIDの
リソースを補足し、HeNB-GW 114にE-RAB SETUP REQUESTメッセージを送信する。
【００７９】
　ステップA3:
　HeNB-GW 114は、E-RAB Setup RequestメッセージをMME 115から受信した場合、SIPTO a
bove RANが起動されているか否かを判断することはできない。したがって、HeNB-GW 114
は、SIPTO above RANが起動されていない場合と同様に、HeNB 104からの上りのユーザデ
ータの宛先であるTEIDを、E-RAB毎にアサインする。また、HeNB-GW 114は、HeNB-GW 114
自身のTEIDおよびIPアドレスを用いて、E-RABの確立を要求するE-RAB Setup Requestメッ
セージを構築し、HeNB 104にE-RAB Setup Requestメッセージを送信する。
【００８０】
　ステップA7:
　HeNB-GW 114は、HeNB 104からE-RAB Setup Responseメッセージを受信した場合、S-GW 
111から下りのユーザデータの宛先であるTEIDを、E-RAB毎にアサインする。また、HeNB-G
W 114は、MME 115に送信するE-RAB Setup Responseメッセージにおいて、TEIDをHeNB-GW 
114自身のTEIDにて置き換える。また、このとき、HeNB 104からのE-RAB Setup Response
メッセージのTransport layer AddressはHeNB 104のIPアドレスが設定されている。その
ため、ユーザデータがHeNB-GW 114に転送されるように、HeNB-GW 114は、MME 115に送信
するE-RAB Setup ResponseメッセージのTransport layer AddressをHeNB-GW 114自身のIP
アドレスに置き換えてしまう。
【００８１】
　この結果、図８のようなベアラが確立されることとなる。
【００８２】
　図８では、MME 115は、SIPTO above RANを起動する場合に、UE 102がアクセスするHeNB
 104と地理的／ネットワークトポロジー的に近いS-GW 111/P-GW 112を選択している。し
かし、HeNB-GW 114のU-planeリレー機能が起動されてしまうため、ユーザデータはHeNB-G
W 114経由で送信されてしまう。そのため、SIPTO above RANが起動されたとしても、HeNB
 104からS-GW 111/P-GW 112へ直接ユーザデータを送信できず、HeNB-GW 114を経由する分
の信号遅延、Backhaul Network 105の回線コストの増加、HeNB-GW 114のキャパシティ増
加という問題が発生する。
【００８３】
　このように関連技術では、HeNB-GW 114は、E-RAB Setup Requestメッセージの受信時に
おいてSIPTO above RANが起動されているか否かを判断できないため、SIPTO above RANが
起動されている場合にも、U-planeリレー機能を起動してしまい、その結果、SIPTO above
 RANのメリットが損なわれるという問題が発生する。
【００８４】
　逆にHeNB-GW 114が一律に、U-planeリレー機能を起動しない場合には、HeNB-GW 114と
してのU-planeの集線機能がなくなるため、S-GW 117側での監視対象の増加による信号負
荷増加、HeNB 104のON/OFF時にS-GW 117側でGTP-Uのパス障害を検出し、アラームが上が
るなどの問題が発生する。
【００８５】
　同様の問題は、HeNB 104のみではなく、eNB 103をHeNB-GW 114のような集線装置に接続
し、SIPTO above RANを起動して、集線装置にてU-planeリレー機能を起動させる場合でも
発生する。
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【００８６】
　また、LTEリレーシステムの場合、すなわち、企業内ゲートウェイを用いてHeNB 104を
収容し、これらの企業内ゲートウェイをHeNB-GW 114にて収容する場合や、3Gの場合や、S
mall Cell Enhancementの場合にも、同様の問題が発生する。
（２）方式２：ローカルネットワークにおける、S-GWとL-GW機能を具備したStand-alone 
GWにてオフロードする方式（SIPTO at the Local Network with stand-alone GW (with S
-GW and L-GW collocated) function）
　図９に、SIPTO at the Local Networkを起動可能な、LTE向けの移動通信システムの構
成の概要を示す。
【００８７】
　以下、図９のシステム構成について、図１との差分を中心に説明する。
【００８８】
　L-GW 907は、HeNB 903と別装置である。
【００８９】
　HeNB 904は、L-GW 905の機能を具備している。
【００９０】
　本方式２は、HeNB 903と別装置であるL-GW 907にてインターネット106へのユーザデー
タのオフロードを実施する。この場合にL-GW 907は、S-GW,P-GW双方の機能を具備してい
る。
【００９１】
　L-GW 907は、ローカルネットワークに設置されても良いし、Backhaul Network 105に設
置されても良い。また、HeNB 904は、オフロード用のL-GW 905の機能を具備しているが、
オフロード用のL-GWの機能はeNB，HeNB-GW等に具備されても良い。特にL-GW 905,907の設
置位置は制限されない。
【００９２】
　次に、本方式２において、SIPTOが起動されている状態で、HeNB-GW 114のU-planeリレ
ー機能を起動する場合の問題について述べる。
【００９３】
　なお、上記動作のシーケンス自体は図６と同様であり、以下、上記動作について、図６
を用いて説明した動作との差分を中心に説明する。
【００９４】
　ステップA2:
　MME 115は、HSS 116に設定された加入者データおよびMME 115に設定された許可情報を
考慮し、最終的に、SIPTO at the local networkを起動するか否かを判断する。MME 115
は、SIPTO at the local networkを起動する場合には、関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.
1.0の4.3.8.1, 4.3.8.2）に示されるように、APN、さらに、UE 101が在圏しているHeNB 9
03のLocal Home Network IDを用いて、DNS 118を使用して、L-GWを選択する。Local Home
 network IDは、INITIAL UEメッセージ、UPLINK NAS TRANSPORTメッセージによりHeNB 90
3からMME 115に通知される。MME 115は、UE 101がlocal networkを離れたか否かをLocal 
Home Network IDを用いて検出し、L-GWを移動させるか否かを判断する。
【００９５】
　MME 115は、関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.1.0の5.10.2のUE requested PDN connect
ivity）にしたがい、新たなPDN接続のベアラのために、L-GW 907のTEIDのリソースを補足
し、HeNB-GW 114にE-RAB SETUP REQUESTメッセージを送信する。
【００９６】
　ステップA3:
　HeNB-GW 114は、E-RAB Setup RequestメッセージをMME 115から受信した場合、SIPTO a
t the local networkが起動されているか否か判断することはできない。
【００９７】
　また、関連技術（3GPP TS32.782 Ver11.0.0 6.2.1 Attributes and relationships、3G
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PP TS32.752 Ver11.0.1）では、HeNB-GWはL-GWに関する情報を持つことは示されていない
。
【００９８】
　したがって、HeNB-GW 114は、MME 115よりS1APメッセージにて通知されるTransport La
yer Addressの情報だけでは、その情報で示されるGWが、SIPTO at the local network起
動時に選択されるL-GWなのか、コアネットワークに位置するS-GWであるか否かを判断する
ことはできない。
【００９９】
　したがって、HeNB-GW 114は、SIPTO at the local networkが起動されていない場合と
同様に、HeNB 903からの上りのユーザデータの宛先であるTEIDを、E-RAB毎にアサインす
る。また、HeNB-GW 114は、HeNB-GW 114自身のTEIDおよびIPアドレスを用いて、E-RABの
確立を要求するE-RAB Setup Requestメッセージを構築し、HeNB 903にE-RAB Setup Reque
stメッセージを送信する。
【０１００】
　ステップA7:
　HeNB-GW 114は、HeNB 903からE-RAB Setup Responseメッセージを受信した場合、L-GW 
907から下りのユーザデータの宛先であるTEIDを、E-RAB毎にアサインする。また、HeNB-G
W 114は、MME 115に送信するE-RAB Setup Responseメッセージにおいて、TEIDをHeNB-GW 
114自身のTEIDにて置き換える。また、このとき、HeNB 903からのE-RAB Setup Response
メッセージのTransport layer AddressはHeNB 903のIPアドレスが設定されている。その
ため、ユーザデータがHeNB-GW 114に転送されるように、HeNB-GW 114は、MME 115に送信
するE-RAB Setup ResponseメッセージのTransport layer AddressをHeNB-GW 114自身のIP
アドレスに置き換えてしまう。
【０１０１】
　この結果、図１０のようなベアラが確立されることとなる。
【０１０２】
　図１０では、MME 115は、SIPTO at the local networkを起動する場合に、UE 101がア
クセスするHeNB 903と地理的／ネットワークトポロジー的に近いL-GW 907を選択している
。しかし、HeNB-GW 114のU-planeリレー機能が起動されてしまうため、ユーザデータはHe
NB-GW 114経由で送信されてしまう。そのため、SIPTO at the local networkが起動され
たとしても、HeNB 903からL-GW 907へ直接ユーザデータを送信できず、HeNB-GW 114を経
由する分の信号遅延、Backhaul Network 105の回線コストの増加、HeNB-GW 114のキャパ
シティ増加という問題が発生する。
【０１０３】
　このように関連技術では、HeNB-GW 114は、E-RAB Setup Requestメッセージの受信時に
おいてSIPTO at the local networkが起動されているか否かを判断できないため、SIPTO 
 at the local networkが起動されている場合にも、U-planeリレー機能を起動してしまい
、その結果、SIPTO at the local networkのメリットが損なわれるという問題が発生する
。
（３）方式３：ローカルネットワークにおける、L-GW機能を具備するH(e)NBにてオフロー
ドする方式（SIPTO at the Local Network with the (H)eNB）
　本方式３について図９を参照して説明する。
【０１０４】
　本方式３は、L-GW 905の機能を具備するHeNB 904にてインターネット113へのユーザデ
ータのオフロードを実施する。この場合において、L-GW 905はP-GW機能を具備しており、
オフロード時においては、HeNB 904とL-GW 905 間においてダイレクトトンネルを確立（S
-GWを経由せずに）してユーザデータのオフロードを実現する。
【０１０５】
　この場合、図１１に示すように、HeNB-GW 114におけるU-planeリレー機能の起動有無に
かかわらず、HeNB 904とL-GW 905間においてダイレクトトンネルが確立されている。その
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ため、ユーザデータがHeNB-GW 114経由で送信されてしまうことで、SIPTOのメリットが損
なわれるという問題は発生しない。
【０１０６】
　以上の通り、関連技術においては、HeNB-GW 114は、SIPTOが起動されていることを知る
ことができないため、方式１および方式２の場合に、上記の問題が発生することとなる。
【０１０７】
　そこで、本発明の目的は、上述した課題を解決することができる技術を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０１０８】
　本発明の移動通信システムは、
　携帯端末と、前記携帯端末と無線通信を行う基地局と、前記基地局をコアネットワーク
に接続するゲートウェイ装置と、前記コアネットワークに設置され、前記携帯端末の移動
管理を行うコアネットワーク装置と、を有する移動通信システムにおいて、
　前記コアネットワーク装置は、
　SIPTOを起動するか否かを判断するための情報を、前記ゲートウェイ装置に送信し、
　前記ゲートウェイ装置は、
　前記コアネットワーク装置から前記情報を受信する。
【０１０９】
　本発明のゲートウェイ装置は、
　基地局をコアネットワークに接続するゲートウェイ装置であって、
　SIPTOを起動するか否かを判断するための情報を、前記コアネットワークに設置された
コアネットワーク装置から受信する通信部を有する。
【０１１０】
　本発明のコアネットワーク装置は、
　コアネットワークに設置され、携帯端末の移動管理を行うコアネットワーク装置であっ
て、
　SIPTOを起動するか否かを判断するための情報を、ゲートウェイ装置に送信する通信部
を有する。
【０１１１】
　本発明の第１の通信方法は、
　基地局をコアネットワークに接続するゲートウェイ装置による通信方法であって、
　SIPTOを起動するか否かを判断するための情報を、前記コアネットワークに設置された
コアネットワーク装置から受信する。
【０１１２】
　本発明の第２の通信方法は、
　コアネットワークに設置され、携帯端末の移動管理を行うコアネットワーク装置による
通信方法であって、
　SIPTOを起動するか否かを判断するための情報を、ゲートウェイ装置に送信する。
【発明の効果】
【０１１３】
　本発明によれば、ゲートウェイ装置が、ＳＩＰＴＯが起動されていることを知ることが
できるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】SIPTO above RANを起動可能な、LTE向けの移動通信システムの構成を示す図であ
る。
【図２】関連技術におけるE-RAB SETUP REQUESTメッセージのパラメータを示す図である
。
【図３】関連技術におけるINITIAL CONTEXT SETUP REQUESTメッセージのパラメータを示
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す図である。
【図４】関連技術におけるHANDOVER REQUESTメッセージのパラメータを示す図である。
【図５】関連技術におけるPATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージのパラメータを
示す図である。
【図６】関連技術におけるE-RAB確立動作を示すシーケンス図である。
【図７】関連技術において、SIPTO above RANを起動しない場合のU-Planeの伝送経路を示
す図である。
【図８】関連技術において、SIPTO above RANを起動する場合のU-Planeの伝送経路を示す
図である。
【図９】SIPTO at the local networkを起動可能な、LTE向けの移動通信システムの構成
を示す図である。
【図１０】関連技術において、SIPTO at the local network（S-GW/P-GW機能を具備するL
-GWにてオフロード）を起動する場合のU-Planeの伝送経路を示す図である。
【図１１】関連技術において、SIPTO at the local network（L-GW機能を具備するHeNBに
てオフロード）を起動する場合のU-Planeの伝送経路を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態のE-RAB SETUP REQUESTメッセージのパラメータを示
す図である。
【図１３】本発明の第１および第２の実施形態におけるSIPTO above RAN activation sta
tus flagの構成を示す図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態におけるE-RAB確立動作を示すシーケンス図である。
【図１５】本発明の第１および第２の実施形態における、U-Planeリレー機能を起動する
か否かの判断動作を示すフロー図である。
【図１６】本発明の第１の実施形態において、SIPTO above RANを起動する場合のU-Plane
の伝送経路を示す図である。
【図１７】SIPTO above RANを起動可能な、3G向けの移動通信システムの構成を示す図で
ある。
【図１８】本発明の第２の実施形態におけるRAB確立動作を示すシーケンス図である。
【図１９】本発明の第３の実施形態におけるE-RAB SETUP REQUESTメッセージのパラメー
タを示す図である。
【図２０】本発明の第３および第４の実施形態におけるSIPTO at the local network act
ivation status flagの構成を示す図である。
【図２１】本発明の第３の実施形態におけるE-RAB確立動作を示すシーケンス図である。
【図２２】本発明の第３および第４の実施形態における、U-Planeリレー機能を起動する
か否かの判断動作を示すフロー図である。
【図２３】本発明の第３の実施形態において、SIPTO at the local network（S-GW/P-GW
機能を具備するL-GWにてオフロード）を起動する場合のU-Planeの伝送経路を示す図であ
る。
【図２４】SIPTO at the local networkを起動可能な、3G向けの移動通信システムの構成
を示す図である。
【図２５】本発明の移動通信システムの概要の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０１１５】
　以下に、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。
（１）第１の実施形態
（１－１）第１の実施形態の構成
　本実施形態は、LTE向けの移動通信システムにおいて、SIPTO above RANを起動する実施
形態であり、システム構成自体は図１と同様である。
【０１１６】
　本実施形態においては、MME 115は、E-RABの確立を要求するメッセージ（例えば、E-RA
B Setup Requestメッセージ、Initial Context Setup Requestメッセージ、Handover Req
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uestメッセージ、Path Switch Request Acknowledgementメッセージ、E-RAB Modify Requ
estメッセージ、UE Context Modification Requestメッセージ等）に、各E-RAB毎にSIPTO
 above RANが起動されていることを示すパラメータ（SIPTO above RAN activation statu
s flag：起動状態フラグ）を設定し、そのメッセージをHeNB-GW 114に送信する。
【０１１７】
　HeNB-GW 114は、SIPTO above RANが起動されているE-RABについて、U-planeリレー機能
を起動するか否かを判断するための起動判断フラグを持つ。起動判断フラグは、“起動可
能”または“起動不可”のいずれかを示すもので、予め設定されている。
【０１１８】
　HeNB-GW 114は、MME 115から通知されるSIPTO above RAN activation status flagと、
HeNB-GW 114自身が持つU-planeリレー機能の起動判断フラグと、を組み合わせて、U-plan
eリレー機能を起動するか否かを判断する。
【０１１９】
　図１２に、本実施形態によるE-RAB SETUP REQUESTメッセージのパラメータの例を示す
。図２と比較すると、SIPTO above RAN activation status flagが新たに導入されている
。
【０１２０】
　図１３に、SIPTO above RAN activation status flagの構成を示す。
【０１２１】
　SIPTO above RAN activation status flagは新たに導入されるフラグである。
【０１２２】
　MME 115は、対象のE-RABについてSIPTO above RANを起動する場合は、SIPTO above RAN
 activation status flagを設定し、SIPTO above RANを起動しない場合は、SIPTO above 
RAN activation status flagを設定しない。
【０１２３】
　したがって、MME 115は、SIPTO above RAN activation status flagにより、SIPTO abo
ve RANが起動されていることをHeNB-GW 114に通知することができる。
（１－２）第１の実施形態の動作
　図１４に、本実施形態において、E-RABを確立する場合のシーケンスを示す。
【０１２４】
　以下、図１４のシーケンスについて、図６との差分を中心に説明する。
【０１２５】
　ステップB1:
　図６のステップA1と同様である。
【０１２６】
　ステップB2:
　MME 115は、関連技術と同様に、DNS 118を使用して、P-GW 112、S-GW 111を選択する。
また、MME 115は、関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.1.0の5.10.2のUE requested PDN con
nectivity）にしたがい、新たなPDN接続のベアラのために、関連技術と同様に、S-GW 111
およびP-GW 112のTEIDのリソースを補足し、HeNB-GW 114にE-RAB SETUP REQUESTメッセー
ジを送信する。ここで、本実施形態においては、MME 115は、SIPTO above RANを起動して
いることをHeNB-GW 114に対して通知するために、図１３に示されるSIPTO above RAN act
ivation status flagをE-RAB SETUP REQUESTメッセージに設定する。
【０１２７】
　ステップB3:
　HeNB-GW 114は、E-RAB Setup RequestメッセージをMME 115から受信した場合、SIPTO a
bove RANが起動されているか否かを、SIPTO above RAN activation status flagにより知
ることができる。
【０１２８】
　また、HeNB-GW 114自身は、局データ（O&M（Operation & Maintenance）サーバにてオ
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ペレータが設定可能）として、SIPTO above RANの場合に、U-planeリレー機能を起動する
か否かを判断するための起動判断フラグを持つ。
【０１２９】
　そのため、HeNB-GW 114は、MME 115から通知されるSIPTO above RAN activation statu
s flagと、HeNB-GW 114自身が持つU-planeリレー機能の起動判断フラグと、を組み合わせ
て、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断する。
【０１３０】
　図１５に、ステップB3における、U-planeリレー機能を起動するか否かの判断処理のフ
ローを示す。
【０１３１】
　ステップS11：
　HeNB-GW 114は、MME 115からE-RAB Setup Requestメッセージを受信する。
【０１３２】
　ステップS12：
　HeNB-GW 114は、E-RAB Setup Requestメッセージを受信したタイミングで、MME 115か
らSIPTO above RAN activation status flagが通知されたか否かを判断する。通知された
場合はステップS13の処理に進み、通知されない場合はステップS15の処理に進む。
【０１３３】
　ステップS13：
　ステップS12において、MME 115からSIPTO above RAN activation status flagが通知さ
れた場合には、HeNB-GW 114は、起動判断フラグが“起動可能”となっているか否かを判
断する。“起動可能”となっている場合はステップS15の処理に進み、“起動不可”とな
っている場合はステップS14の処理に進む。
【０１３４】
　ステップS14：
　ステップS13において、起動判断フラグが“起動不可”となっている場合には、HeNB-GW
 114は、オフロードポイントのS-GW 111/P-GW 112がHeNB-GW 114の下位側、つまり、HeNB
-GW 114から見てHeNB 104側にあると判断して、U-planeリレー機能を起動しないと判断す
る。
【０１３５】
　ステップS15：
　ステップS12において、MME 115からSIPTO above RAN activation status flagが通知さ
れない場合には、HeNB-GW 114は、関連技術と同様に、U-planeのリレー機能を起動すると
判断する。
【０１３６】
　また、ステップS13において、起動判断フラグが“起動可能”となっている場合には、H
eNB-GW 114は、オフロードポイントのS-GW 111/P-GW 112がHeNB-GW 114の上位側、つまり
、HeNB-GW 114から見てHeNB 104とは反対側にあると判断して、U-planeリレー機能を起動
すると判断する。
【０１３７】
　ステップB4～B7:
　図６のステップA3～A6と同様である。
【０１３８】
　ステップB8：
　HeNB-GW 114は、HeNB 104からE-RAB Setup Responseメッセージを受信した場合、ステ
ップB3のE-RAB Setup Requestメッセージ受信時のU-planeリレー機能の起動判断結果にし
たがって、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断する。
【０１３９】
　ステップB9：
　図６のステップA7と同様である。
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【０１４０】
　本実施形態によれば、HeNB-GW 114は、SIPTO above RANの場合に、U-planeリレー機能
を起動するか否かを判断するための起動判断フラグを持つ。
【０１４１】
　起動判断フラグは、オフロードポイントのS-GW 111/P-GW 112が、HeNB-GW 114から見て
HeNB 104側に位置する場合、“起動不可”に設定されている。
【０１４２】
　そのため、MME 115が、SIPTO above RANを起動し、E-RAB SETUP REQUESTメッセージに
てSIPTO above RANが起動していることを通知してきたとしても、HeNB-GW 114側でU-plan
eリレー機能を起動させず、ユーザデータをHeNB-GWにて終端させないことが可能となる。
つまり、HeNB-GW114は、HeNB104に対する集線機能を行わない。
【０１４３】
　したがって、HeNB 104に通知されるE-RAB SETUP REQUESTメッセージのTransport Layer
 Address, TEIDはS-GW 111が割り当てたものが使用され、また、S-GW 111に通知されるTr
ansport Layer Address, TEIDはHeNB 104が割り当てたものが使用される。
【０１４４】
　この結果、図１６のようなベアラが確立されることとなる。
【０１４５】
　図１６によると、ユーザデータは、HeNB-GW 114にてユーザデータを終端することなく
、S-GW 111/P-GW 112へ直接送信されることから、関連技術（図８のケース）に比べて、U
-planeの伝送経路が短縮されていることがわかる。この結果、HeNB-GW 114を経由するこ
とによる信号遅延が改善され、Backhaul Network 105の回線コストも低減され、HeNB-GW 
114のキャパシティ増加という問題も回避されるという効果が得られる。
【０１４６】
　以下、本実施形態の変形例について説明する。
【０１４７】
　本実施形態は、E-RAB SETUP REQUESTメッセージでE-RABの確立を要求する手順としたが
、それ以外のINITIAL CONTEXT SETUP REQUESTメッセージ、HANDOVER REQUESTメッセージ
、PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージ等でE-RABの確立を要求する手順にも、本
発明は適用可能である。この場合、MME 115は、これらの手順において、これらのメッセ
ージに、図１３に示されるSIPTO above RAN activation status flagを設定することで、
SIPTO above RANを起動していることをHeNB-GW 114に通知することができる。
【０１４８】
　また、関連技術では、S-GW relocation without UE mobility手順により、MMEは、SIPT
O above RANを起動したり、停止したりすることができる。例えば、最初のE-RABを確立す
る場合ではSIPTOが許容されないサービスであったため、S-GW117、P-GW119を経由するユ
ーザデータのためのベアラが確立される。その後、SIPTOが許容されるサービスの確立要
求があり、MMEはS-GWをS-GW111に変更することができる。この場合にUEの移動が発生しな
くても、S-GWを変更するための手順(S-GW relocation without UE mobility手順)が起動
される。本発明では、MMEは、E-RAB Modify Requestメッセージ、UE Context Modificati
on Requestメッセージ等において、図１３に示されるSIPTO above RAN activation statu
s flagを設定することで、SIPTO above RANを起動していることをHeNB-GW 114に通知する
ことができる。
【０１４９】
　また、関連技術では、SIPTOが許容されるサービスが解放される場合において、MMEは、
S-GWをS-GW111からS-GW117に変更することができる。本発明では、MMEは、E-RAB Modify 
Requestメッセージ、UE Context Modification Requestメッセージ等において、図１３に
示されるSIPTO above RAN activation status flagを設定しないことで、SIPTO above RA
Nを停止することをHeNB-GW 114に通知することができる。この場合に、HeNB-GWは、SIPTO
 above RANが停止されることを知ることができるため、U-planeリレー機能を起動すると
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いう判断を行うことが可能となる。
【０１５０】
　また、本実施形態は、E-RABの確立を要求するS1AP（S1 Application Protocol）メッセ
ージにSIPTO above RAN activation status flagを設定したが、SIPTO above RAN activa
tion status flagは、他のS1APメッセージに設定されても良いし、他のX2AP（X2 Applica
tion Protocol）メッセージやLPPa（LPP Annex、LPP：LTEPositioning Protocol）メッセ
ージ等に設定されても良い。また、SIPTO above RAN activation status flagの構成は、
図１３に示される型以外を用いても良い。例えば、SIPTO above RAN activation status 
flagの構成は、SIPTO above RANの起動、または、SIPTO above RANの停止を示す構成とし
てもよいし、他の構成でもよい。
【０１５１】
　また、本実施形態は、HeNB 104のU-planeについて、SIPTO above RANを起動する場合の
動作を説明したが、eNB 103のU-planeについて、SIPTO above RANを起動する場合も、本
発明は適用可能である。この場合も、上記と同様の効果を得ることができる。
【０１５２】
　また、本実施形態は、HeNB-GW 114を用いているが、HeNB-GW 114の代わりにLTEリレー
システム（3GPP TS36.300 Ver11.5.0）に適用し、DeNB（Donor eNB）にRN（Relay Node）
を適用する場合にも、本発明は適用可能である。この場合も、上記と同様の効果を得るこ
とができる。また、マクロ基地局がモビリティ制御を行い、スモールセルを形成する基地
局がU-planeの制御を行うといったSmall Cell Enhancement（3GPP TS36.932 Ver12.0.0）
のシステムにも、本発明は適用可能である。また、HeNB-GW 114に相当する機能を企業内
ゲートウェイに適用する場合にも、本発明は適用可能である。
【０１５３】
　また、本実施形態は、HeNB-GW 114自身が、局データとして、U-planeリレー機能の起動
判断フラグを持ち、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断するようにしたが、局デ
ータを持たずに、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断しても良い。例えば、MME 1
15が、SIPTO above RANを起動し、S1APメッセージにより、SIPTO above RAN activation 
status flagを通知してきたのであれば、U-planeリレー機能を起動しないと判断する。ま
た、MME 115が、SIPTO above RANを起動せず、S1APメッセージにより、SIPTO above RAN 
activation status flagを通知してこないのであれば、U-planeリレー機能を起動すると
判断する。
【０１５４】
　また、本実施形態は、MME 115がHeNB-GW 114に対してSIPTO above RANを起動している
ことを通知したが、これ以外の方法で、SIPTO above RANが起動されているか否かをHNB-G
W 1714に知らせても良い。
【０１５５】
　例えば、HeNB-GW 114は、MME 115に対して、SIPTO above RANが起動されているか否か
の問い合わせを行っても良い。この場合、HeNB-GW 114は、問い合わせに対するMME 115か
らの回答とU-planeリレー機能の起動判断フラグとを基に、U-planeのリレー機能の起動判
断を行うことができる。
【０１５６】
　あるいは、MME 115の保守監視装置とHeNB-GW 114の保守監視装置が互いに通信を行い、
MME 115の保守監視装置が、該当E-RABについてSIPTO above RANを起動していることをHeN
B-GW 114の保守監視装置に通知しても良い。この場合、HeNB-GW 114は、MME 115の保守監
視装置からの通知とU-planeリレー機能の起動判断フラグとを基に、U-planeのリレー機能
の起動判断を行うことができる。
【０１５７】
　あるいは、HeNB-GW 114は、S-GWのIPアドレスの管理情報と、そのS-GWがMME 115にオフ
ロードポイントとして選択されるS-GWであるか否かという管理情報と、を局データとして
管理する。HeNB-GW 114は、MME 115からのE-RABの確立を要求するメッセージの受信時に
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、そのメッセージのTRANSPORT LAYER Addressが、管理しているオフロードポイントのS-G
WのIPアドレスと合致する場合に、SIPTO above RANが起動されていると判断しても良い。
この場合、HeNB-GW 114は、この判断結果とU-planeリレー機能の起動判断フラグとを基に
、U-planeのリレー機能の起動判断を行うことができる。
【０１５８】
　あるいは、HeNB-GW 114は、MME 115がSIPTO above RANを起動する場合にDNS 118を用い
てS-GW/P-GWを選択する方法と同様の方法を用いて、SIPTO above RANでオフロードポイン
トとして選択される可能性のあるS-GW/P-GWのIPアドレスを入手しておく。HeNB-GW 114は
、MME 115から、これらのIPアドレスが通知（例えば、E-RABの確立を要求するメッセージ
等で通知）されてくるのであれば、SIPTO above RANが起動されていると判断しても良い
。この場合、HeNB-GW 114は、この判断結果とU-planeリレー機能の起動判断フラグとを基
に、U-planeのリレー機能の起動判断を行うことができる。
【０１５９】
　あるいは、UEが、MME 115と同期して同じロジックで、MME 115がSIPTO above RANを起
動するか否かを予測し、SIPTO above RANを起動すると予測した場合に、パケット呼発信
用のNAS（Non Access Stratum）メッセージでSIPTO above RANを起動していることをHeNB
-GW 114に通知しても良い。この場合、HeNB-GW 114は、UEからの通知とU-planeリレー機
能の起動判断フラグとを基に、U-planeのリレー機能の起動判断を行うことができる。
（１－３）第１の実施形態の効果
　本実施形態は、以上のような構成であるため、以下に記載するような効果が得られる。
【０１６０】
　第１の効果：
　HeNB-GW 114は、SIPTO above RANが起動されていることを知ることができる。そのため
、HeNB-GW 114は、U-planeリレー機能を起動させないことも可能となり、その結果、U-pl
aneの伝送経路を最適化することが可能となる。
【０１６１】
　第２の効果：
　U-planeの伝送経路を最適化することが可能となるため、U-planeの伝送遅延の改善を図
ることができる。
【０１６２】
　第３の効果：
　HeNB-GW 114とオフロードポイントのS-GW111間のBackhaul Network 105の回線コストを
低減させることができる。また、オペレータ側のCAPEX（Capital expenditure）を低減さ
せることができる。
【０１６３】
　第４の効果：
　HeNB-GW 114へのU-planeがオフロードされることによって、HeNB-GW 114のキャパシテ
ィ増加という問題を回避することができる。その結果、HeNB-GW 114の増設が不要となる
ため、オペレータ側のCAPEXを低減させることができる。
（２）第２の実施形態
（２－１）第２の実施形態の構成
　本実施形態は、3G向けの移動通信システムにおいて、SIPTO above RANを起動する実施
形態である。
【０１６４】
　図１７に、SIPTO above RANを起動可能な、3G向けの移動通信システムの構成の概要を
示す。
【０１６５】
　以下、図１７のシステム構成について、図１との差分を中心に説明する。
【０１６６】
　SGSN（Serving GPRS Support Node、GPRS：General Packet Radio Service）1715は、
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コアネットワークにおいてユーザデータを伝送し、また、信号制御やUE 101,102の移動管
理を行うコアネットワーク装置であり、UE 101,102との間のユーザデータの経路（すなわ
ち、GGSN1717, 1707, 1712）の設定処理を行う。
【０１６７】
　GGSN（Gateway GPRS Support Node）1707,1712,1717は、外部パケット網（例えば、イ
ンターネット106,113,120）とのインタフェースを持つノードである。
【０１６８】
　HNB 1704は、UE 102と無線通信を行う基地局である。
【０１６９】
　RNS（Radio Network Subsystem）1703は、NodeBとRNCとを統合した統合型基地局制御装
置であり、UE 101と無線通信を行う。
【０１７０】
　HNB 1704は、3G向けのフェムトセル基地局を指し、NodeBは、フェムトセル基地局以外
の3G向けの基地局を指しており、ピコセル基地局でもマクロセル基地局でも良いものとす
る。
【０１７１】
　HNB-GW 1714は、複数のHNB 1704あるいは複数のRNS 1703を収容し、これらをコアネッ
トワークに接続するゲートウェイ装置であり、HNB 1704あるいはRNS 1703とコアネットワ
ークとの間のユーザデータおよび制御信号の中継を行う。
【０１７２】
　ユーザデータの中継においてHNB 1704あるいはRNS 1703からのユーザデータを一度、HN
B-GW 1714において終端し、SGSN1715にユーザデータの送信を行う。逆に、SGSN1715から
のユーザデータを一度、HNB-GW 1714において終端し、HNB 1704あるいはRNS 1703にユー
ザデータの送信を行う。また、ユーザデータおよび制御信号の中継時において、HNBのIP
アドレスをHNB-GWのIPアドレスに置き換えることができる。このようにHNB-GWによって数
多くのHNBに対する集線機能(Concentration機能)を持つことができる。
【０１７３】
　HLR（Home Location Register）1716は、UE 101,102を使用している加入者毎の情報を
保持し、SGSN 1715から加入者に関する情報の問い合わせがあった場合に、その情報を返
す。
【０１７４】
　DNS118は、SGSN 1715が関連技術（3GPP TS23.060 Ver12.1.0のAnnex A）に基づきGGSN
を選択する場合に使用される。
【０１７５】
　SGSN 1715は、SIPTO above RANの場合には、UE 101,102がアクセスしているRNC（Radio
 Network Controller）-IDやRAI（Routing Area Identity）の情報を基に、関連技術のDN
Sメカニズム（NAPTR）を使用して、UE 101,102のユーザデータを伝送するGGSNを選択する
。
【０１７６】
　図１７では、GGSNとしてGGSN 1707,1712,1717の３台が示されている。
【０１７７】
　このうちGGSN 1717は、コアネットワークにあるノードであり、SIPTOを起動しない場合
に使用される。
【０１７８】
　GGSN 1707は、SIPTOを起動する場合にオフロードポイントとして選択されるオフロード
用のGGSNであり、UE 101がRNS 1703にアクセスしている状況でSIPTOを起動する場合に、R
NS 1703からみて地理的／ネットワークトポロジー的にもっとも近いGGSNである。
【０１７９】
　GGSN 1712は、SIPTOを起動する場合にオフロードポイントとして選択されるオフロード
用のGGSNであり、UE 102がHNB1704にアクセスしている状況でSIPTOを起動する場合に、HN
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B1704からみて地理的／ネットワークトポロジー的にもっとも近いGGSNである。
【０１８０】
　なお、HNB-GW 1714は、コアネットワークに設置されても良いし、Backhaul Network 10
5に設置されても良い。特にHNB-GW 1714の設置位置は制限されない。
【０１８１】
　同様に、オフロード用のGGSN 1707,1712は、コアネットワークに設置されても良いし、
Backhaul Network 105に配置されても良い。また、オフロード用のGGSNの機能がHNB 1704
やRNS 1703に具備されても良い。特にオフロード用のGGSN 1707,1712の設置位置は制限さ
れない。
【０１８２】
　また、SIPTO above RANを起動する場合には、関連技術のダイレクトトンネル技術（3GP
P TS23.060 Ver12.1.0）が用いられて、SGSN 1715を経由しない手法が用いられる。
【０１８３】
　関連技術において、HNB-GW 1714がU-planeリレー機能を起動しない場合は、GGSN 1707
とRNS 1703との間にダイレクトトンネルが確立され、UE 101からのユーザデータは、RNS 
1703、SeGW 109、およびGGSN 1707を経由し、直接、インターネット 106へ送信すること
ができる。しかしながら、関連技術では、HNB-GW 1714は、U-planeリレー機能を起動する
場合は、RANAP（Radio Access Network Application Part）プロトコル（3GPP TS25.413 
Ver11.4.0）によりSIPTO above RANが起動されているか否かを把握することができない。
【０１８４】
　RANAPのRAB Assignment Requestメッセージは、Offload RAB Parameters、MSISDN（Mob
ile Subscriber ISDN Number、ISDN： Integrated Services Digital Network）といった
パラメータを設定することは可能である。しかし、これらのパラメータが設定されるのは
、関連技術（3GPP TS23.060 Ver12.2.0 5.3.12.2 および、AnnexB Selected IP Traffic 
Offload at Iu-PS）にもある通り、Iuインタフェースにおいてユーザデータのオフロード
を実施するためのTOF（Traffic Offload Function）機能を実装する場合においてのみ有
効であり、SIPTO above RANやSIPTO at the local networkのケースでは有効ではない。
【０１８５】
　すなわち、HNB-GW 1714は、SIPTO above RANやSIPTO at the local networkのケースで
は、RANAPのRAB Assignment Requestメッセージでは、SIPTO above RANが起動されている
か否か把握することはできない。
【０１８６】
　また、HNB-GW 1714は、GGSNのIPアドレスがオフロードポイントのGGSNなのか、オフロ
ードポイントのGGSNでないかを、関連技術（3GPP TS32.642 Ver11.4.0）では知ることは
できない。したがって、HNB-GW 1714は、RABの確立を要求するRANAPメッセージ（RAB Ass
ignment Requestメッセージ、Relocation Requestメッセージ）にてGGSN 1707やGGSN 171
2が通知されてきても、それがオフロードポイントのGGSNであるか否かを判断することは
できず、U-planeリレー機能を起動してしまう。そのため、SIPTO above RANが起動された
としても、ユーザデータは必ずHNB-GW 1714経由で送信されてしまい、HNB-GW 1714を経由
する分の信号遅延、Backhaul Network 105の回線コストの増加、HNB-GW 1714のキャパシ
ティ増加という問題が発生する。
【０１８７】
　本実施形態においては、SGSN 1715は、RABの確立を要求するRAB確立要求メッセージ（
例えば、RAB Assignment Requestメッセージ、Relocation Requestメッセージ等）に、各
RAB毎にSIPTO above RANが起動されていることを示すパラメータ（SIPTO above RAN acti
vation status flag）を設定し、そのRAB確立要求メッセージをHNB-GW 1714に送信する。
【０１８８】
　また、HNB-GW 1714は、SIPTO above RANが起動されているRABについて、U-planeリレー
機能を起動するか否かを判断するための起動判断フラグを持つ。起動判断フラグは、“起
動可能”または“起動不可”のいずれかを示すもので、予め設定されている。
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（２－２）第２の実施形態の動作
　図１８に、本実施形態において、RABを確立する場合のシーケンスを示す。
【０１８９】
　以下、図１８のシーケンスについて、図１４（第１の実施形態のLTE）との差分を中心
に説明する。
【０１９０】
　ステップC1：
　UE 102は、Activate PDP（Packet Data Protocol） Context RequestメッセージをSGSN
 1715に送信する。
【０１９１】
　ステップC2：
　SGSN 1715は、関連技術と同様に、DNS 118を使用してGGSN 1712を選択する。また、SGS
N 1715は、関連技術（3GPP TS23.060 Ver12.1.0の9.2.2のPDP Context Activation Proce
dure）にしたがい、新たなPDP Context用のベアラ確立のために、関連技術と同様に、GGS
N 1712のTEIDのリソースを補足し、HNB-GW 1714にRAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを
送信する。ここで、本実施形態においては、SGSN 1715は、SIPTO above RANを起動してい
ることをHNB-GW 1714に対して通知するために、図１３に示されるSIPTO above RAN activ
ation status flagをRAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージに設定する。
【０１９２】
　ステップC3：
　HNB-GW 1714は、RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージをSGSN 1715から受信した場合、SI
PTO above RANが起動されているか否かを、SIPTO above RAN activation status flagに
より知ることができる。
【０１９３】
　また、HNB-GW 1714自身は、局データ（O&Mサーバにてオペレータが設定可能）として、
SIPTO above RANの場合に、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断するための起動判
断フラグを持つ。
【０１９４】
　そのため、HNB-GW 1714は、SGSN 1715から通知されるSIPTO above RAN activation sta
tus flagと、HNB-GW 1714自身が持つ起動判断フラグと、を組み合わせて、U-planeリレー
機能を起動するか否かを判断する。
【０１９５】
　このとき、HNB-GW 1714は、図１５と同様の方法により、U-planeリレー機能を起動する
か否かを判断する。
【０１９６】
　すなわち、HNB-GW 1714は、SGSN 1715からSIPTO above RAN activation status flagが
通知されない場合には、関連技術と同様に、U-planeのリレー機能を起動すると判断する
。
【０１９７】
　また、HNB-GW 1714は、SGSN 1715からSIPTO above RAN activation status flagが通知
された場合に、起動判断フラグが“起動可能”となっていれば、オフロードポイントのGG
SN 1712がHNB-GW 1714の上位側、つまり、HNB-GW 1714から見てHNB 1704とは反対側にあ
ると判断して、U-planeリレー機能を起動すると判断する。
【０１９８】
　また、HNB-GW 1714は、SGSN 1715からSIPTO above RAN activation status flagが通知
された場合に、起動判断フラグが“起動不可”となっていれば、オフロードポイントのGG
SN 1712がHNB-GW 1714の下位側、つまり、HNB-GW 1714から見てHNB 1704側にあると判断
して、U-planeリレー機能を起動しないと判断する。
【０１９９】
　ステップC4～C7：
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　図１４のステップB4～B7と同様である。
【０２００】
　ステップC8：
　HNB-GW 1714は、HNB 1704からRAB ASSIGNMENT Responseメッセージを受信した場合、ス
テップC3のRAB ASSIGNMENT Requestメッセージ受信時のU-planeリレー機能の起動判断結
果にしたがって、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断する。
【０２０１】
　ステップC9：
　図１４のステップB9と同様である。
【０２０２】
　本実施形態によれば、HNB-GW 1714は、SIPTO above RANの場合に、U-planeリレー機能
を起動するか否かを判断するための起動判断フラグを持つ。
【０２０３】
　起動判断フラグは、オフロードポイントのGGSN 1712が、HNB-GW 1714から見てHNB 1704
側に位置する場合、“起動不可”に設定されている。
【０２０４】
　そのため、SGSN 1715が、SIPTO above RANを起動し、RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセー
ジにてSIPTO above RANが起動していることを通知してきたとしても、HNB-GW 1714側でU-
planeリレー機能を起動せず、HNB-GW1714においてユーザデータを終端させないことが可
能となる。それにより、U-planeの伝送経路を最短化させることができる。この場合にHNB
-GW1714はHNB1704に対して集線機能を行わないこととなる。
【０２０５】
　この結果、HNB-GW 1714を経由することによる信号遅延が改善され、Backhaul Network 
105の回線コストも低減され、HNB-GW 1714のキャパシティ増加という問題も回避されると
いう効果が得られる。
【０２０６】
　以下、本実施形態の変形例について説明する。
【０２０７】
　本実施形態は、RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージでRABの確立を要求する手順とした
が、それ以外のRELOCATION REQUESTメッセージ等でRABの確立を要求する手順にも、本発
明は適用可能である。この場合、SGSN 1715は、これらの手順において、これらのメッセ
ージに、図１３に示されるSIPTO above RAN activation status flagを設定することで、
SIPTO above RANが起動していることをHNB-GW 1714に通知することができる。
【０２０８】
　また、本実施形態は、RABの確立を要求するRANAPメッセージにSIPTO above RAN activa
tion status flagを設定したが、SIPTO above RAN activation status flagは、他のRANA
Pメッセージに設定されても良いし、他のRNSAP（Radio Network Subsystem Application 
Part）メッセージやSABP（Service Area Broadcast Protocol）メッセージ等に設定され
ても良い。また、SIPTO above RAN activation status flagの構成は、図１３に示される
型以外を用いても良い。
【０２０９】
　また、本実施形態は、HNB 1704のU-planeについて、SIPTO above RANを起動する場合の
動作を説明したが、RNS 1703のU-planeについて、SIPTO above RANを起動する場合も、本
発明は適用可能である。この場合も、上記と同様の効果を得ることができる。
【０２１０】
　また、本実施形態は、HNB-GW 1714を用いているが、HNB-GW 1714の代わりに3Gリレーシ
ステムを適用する場合にも、本発明は適用可能である。この場合も、上記と同様の効果を
得ることができる。また、HNB-GW 1714に相当する機能を企業内ゲートウェイに適用する
場合にも、本発明は適用可能である。
【０２１１】
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　また、本実施形態は、HNB-GW 1714自身が、局データとして、U-planeリレー機能の起動
判断フラグを持ち、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断するようにしたが、局デ
ータを持たずに、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断しても良い。その方法とし
ては、第１の実施形態と同様の方法を使用することができる。
【０２１２】
　また、本実施形態は、SGSN 1715がHNB-GW 1714に対してSIPTO above RANを起動してい
ることを通知したが、これ以外の方法で、SIPTO above RANが起動されているか否かをHNB
-GW 1714に知らせても良い。その方法としては、第１の実施形態と同様の方法を使用する
ことができる。
（２－３）第２の実施形態の効果
　本実施形態は、以上のような構成であるため、以下に記載するような効果が得られる。
【０２１３】
　第１の効果：
　HNB-GW 1714は、SIPTO above RANが起動されていることを知ることができる。そのため
、HNB-GW 1714は、U-planeリレー機能を起動させないことも可能となり、その結果、U-pl
aneの伝送経路を最適化することが可能となる。
【０２１４】
　第２の効果：
　U-planeの伝送経路を最適化することが可能となるため、U-planeの伝送遅延の改善を図
ることができる。
【０２１５】
　第３の効果：
　HNB-GW 1714とオフロードポイントのGGSN 1712間のBackhaul Network 105の回線コスト
を低減させることができる。また、オペレータ側のCAPEXを低減させることができる。
【０２１６】
　第４の効果：
　HNB-GW 1714へのU-planeがオフロードされることによって、HNB-GW 1714のキャパシテ
ィ増加という問題を回避することができる。その結果、HNB-GW 1714の増設が不要となる
ため、オペレータ側のCAPEXを低減させることができる。
（３）第３の実施形態
（３－１）第３の実施形態の構成
　本実施形態は、LTE向けの移動通信システムにおいて、SIPTO at the Local Network（S
IPTO at the Local Network with stand-alone GW (with S-GW and L-GW collocated) fu
nction）を起動する実施形態であり、システム構成自体は図９と同様である。
【０２１７】
　本実施形態においては、MME 115は、E-RABの確立を要求するメッセージ（例えば、E-RA
B Setup Requestメッセージ、Initial Context Setup Requestメッセージ、Handover Req
uestメッセージ、Path Switch Request Acknowledgementメッセージ）に、各E-RAB毎にSI
PTO at the Local Networkが起動されていることを示すパラメータ（SIPTO at the Local
 Network activation status flag：起動状態フラグ）を設定し、そのメッセージをHeNB-
GW 114に送信する。
【０２１８】
　図１９に、本実施形態によるE-RAB SETUP REQUESTメッセージのパラメータの例を示す
。図２と比較すると、SIPTO at the local network activation status flagが新たに導
入されている。
【０２１９】
　図２０に、SIPTO at the local network activation status flagの構成を示す。
【０２２０】
　SIPTO at the local network activation status flagは新たに導入されるフラグであ
る。
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【０２２１】
　MME 115は、対象のE-RABについてSIPTO at the local networkを起動する場合は、SIPT
O at the local network activation status flagを設定し、SIPTO at the local networ
kを起動しない場合は、SIPTO at the local network activation status flagを設定しな
い。
【０２２２】
　したがって、MME 115は、SIPTO at the local network activation status flagにより
、SIPTO at the local networkが起動されていることをHeNB-GW 114に通知することがで
きる。
【０２２３】
　HeNB-GW 114は、MME 115から通知されるSIPTO at the local network activation stat
us flagを基に、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断する。
【０２２４】
　なお、SIPTO at the local networkの場合、オフロードポイントは、常に、HeNB-GW 11
4の下位側、つまり、HeNB-GW 114から見てHeNB 903,904側にある。そのため、第１および
第２の実施形態の起動判断フラグは不要になる。
【０２２５】
　また、図１９に示されるE-RAB SETUP REQUESTメッセージには、SIPTO at the local ne
twork activation status flagの他、第１および第２の実施形態のSIPTO above RAN acti
vation status flagが設定されていても良い。
（３－２）第３の実施形態の動作
　図２１に、本実施形態において、E-RABを確立する場合のシーケンスを示す。
【０２２６】
　以下、図２１のシーケンスについて、図６との差分を中心に説明する。
【０２２７】
　ステップD1:
　図６のステップA1と同様である。
【０２２８】
　ステップD2:
　MME 115は、関連技術と同様に、DNS 118を使用して、L-GW 907を選択する。また、MME 
115は、関連技術（3GPP TS23.401 Ver12.1.0 5.10.2 UE requested PDN connectivity）
にしたがい、新たなPDN接続のベアラのために、関連技術と同様に、L-GW 907のTEIDのリ
ソースを補足し、HeNB-GW 114にE-RAB SETUP REQUESTメッセージを送信する。ここで、本
実施形態においては、MME 115は、SIPTO at the local networkを起動していることをHeN
B-GW 114に対して通知するために、図２０に示されるSIPTO at the local network activ
ation status flagをE-RAB SETUP REQUESTメッセージに設定する。
【０２２９】
　ステップD3:
　HeNB-GW 114は、E-RAB Setup RequestメッセージをMME 115から受信した場合、SIPTO a
t the localが起動されているか否かを、SIPTO at the local network activation statu
s flagにより知ることができる。
【０２３０】
　そのため、HeNB-GW 114は、MME 115から通知されるSIPTO at the local network activ
ation status flagにより、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断する。
【０２３１】
　図２２に、ステップD3における、U-planeリレー機能を起動するか否かの判断処理のフ
ローを示す。
【０２３２】
　ステップS21：
　HeNB-GW 114は、MME 115からE-RAB Setup Requestメッセージを受信する。
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【０２３３】
　ステップS22：
　HeNB-GW 114は、E-RAB Setup Requestメッセージを受信したタイミングで、MME 115か
らSIPTO at the local network activation status flagが通知されたか否かを判断する
。通知された場合はステップS23の処理に進み、通知されない場合はステップS24の処理に
進む。
【０２３４】
　ステップS23：
　ステップS22において、MME 115からSIPTO at the local network activation status f
lagが通知された場合には、HeNB-GW 114は、オフロードポイントのL-GW 907がHeNB-GW 11
4の下位側、つまり、HeNB-GW 114から見てHeNB 104側にあると判断して、U-planeリレー
機能を起動しないと判断する。
【０２３５】
　ステップS24：
　ステップS22において、MME 115からSIPTO at the local network activation status f
lagが通知されない場合には、HeNB-GW 114は、関連技術と同様に、U-planeのリレー機能
を起動すると判断する。
【０２３６】
　ステップD4～D7:
　図６のステップA3～A6と同様である。
【０２３７】
　ステップD8：
　HeNB-GW 114は、HeNB 104からE-RAB Setup Responseメッセージを受信した場合、ステ
ップD3のE-RAB Setup Requestメッセージ受信時のU-planeリレー機能の起動判断結果にし
たがって、U-planeリレー機能を起動するか否かを判断する。
【０２３８】
　ステップD9：
　図６のステップA7と同様である。
【０２３９】
　本実施形態によれば、MME 115がE-RAB SETUP REQUESTメッセージにてSIPTO at the loc
al networkが起動していることを通知するため、HeNB-GW 114側でU-planeリレー機能を起
動させず、HeNB-GW側でユーザデータを終端させないことが可能となる。つまり、HeNB-GW
114は、HeNB104に対する集線機能を行わない。
【０２４０】
　したがって、HeNB 104に通知されるE-RAB SETUP REQUESTメッセージのTransport Layer
 Address, TEIDはL-GW 907が割り当てたものが使用され、また、L-GW 907に通知されるTr
ansport Layer Address, TEIDはHeNB 903が割り当てたものが使用される。
【０２４１】
　この結果、図２３のようなベアラが確立されることとなる。
【０２４２】
　図２３によると、ユーザデータは、HeNB-GW 114にて終端ことなく、L-GW 907へ直接送
信されることから、関連技術（図１０のケース）に比べて、U-planeの伝送経路が短縮さ
れていることがわかる。この結果、HeNB-GW 114を経由することによる信号遅延が改善さ
れ、Backhaul Network 105の回線コストも低減され、HeNB-GW 114のキャパシティ増加と
いう問題も回避されるという効果が得られる。
【０２４３】
　以下、本実施形態の変形例について説明する。
【０２４４】
　本実施形態は、E-RAB SETUP REQUESTメッセージでE-RABの確立を要求する手順としたが
、それ以外のINITIAL CONTEXT SETUP REQUESTメッセージ、HANDOVER REQUESTメッセージ
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、PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージ等でE-RABの確立を要求する手順にも、本
発明は適用可能である。この場合、MME 115は、これらの手順において、これらのメッセ
ージに、図２０に示されるSIPTO at the local network activation status flagを設定
することで、SIPTO at the local networkが起動されていることをHeNB-GW 114に通知す
ることができる。また、SIPTO at the local network status flagの構成は、図２０に示
される型以外を用いても良い。例えば、SIPTO at the local network status flagの構成
は、SIPTO at the local networkの起動、または、SIPTO at the local networkの停止を
示す構成としてもよいし、他の構成でもよい。
【０２４５】
　また、S-GW relocation without UE mobility手順により、MMEは、SIPTO at the local
 networkを起動したり、停止したりすることができる。例えば、最初のE-RABを確立する
場合ではSIPTOが許容されないサービスであったため、S-GW117、P-GW119を経由するユー
ザデータのためのベアラが確立される。その後、SIPTOが許容されるサービスの確立要求
があり、MMEは、S-GWをL-GW907に変更することができる。この場合にUEの移動が発生しな
くても、S-GWを変更するための手順(S-GW relocation without UE mobility手順)が起動
される。この場合において、MMEは、E-RAB Modify Requestメッセージ、UE Context Modi
fication Requestメッセージ等において、図２０に示されるSIPTO at the local network
 activation status flagを設定することで、SIPTO at the local networkを起動してい
ることをHeNB-GW 114に通知することができる。
【０２４６】
　また、SIPTOが許容されるサービスが解放される場合において、MMEは、S-GWをL-GW907
からS-GW117に変更することができる。この場合において、MMEは、E-RAB Modify Request
メッセージ、UE Context Modification Requestメッセージ等において、図２０に示され
るSIPTO at the local network activation status flagを設定しないことで、SIPTO at 
the local networkを停止することをHeNB-GW 114に通知することができる。この場合に、
HeNB-GWは、SIPTO が停止されることを知ることができるため、U-planeリレー機能を起動
するという判断を行うことが可能となる。
【０２４７】
　また、本実施形態は、E-RABの確立を要求するS1APメッセージにSIPTO at the local ne
twork activation status flagを設定したが、SIPTO at the local network activation 
status flagは、他のS1APメッセージに設定されても良いし、他のX2APメッセージやLPPa
メッセージ等に設定されても良い。また、SIPTO at the local network activation stat
us flagの構成は、図１３に示される型以外を用いても良い。
【０２４８】
　また、本実施形態は、HeNB 903のU-planeについて、SIPTO at the local networkを起
動する場合の動作を説明したが、ピコセル、マクロセルを形成するeNBをHeNB-GW 114に接
続し、そのeNBのU-planeについて、SIPTO at the local networkを起動する場合も、本発
明は適用可能である。この場合も、上記と同様の効果を得ることができる。
【０２４９】
　また、本実施形態は、HeNB-GW 114を用いているが、HeNB-GW 114の代わりにLTEリレー
システム（3GPP TS36.300 Ver11.5.0）を適用し、DeNBにRNを適用する場合にも、本発明
は適用可能である。この場合も、上記と同様の効果を得ることができる。また、マクロ基
地局がモビリティ制御を行い、スモールセルを形成する基地局がU-planeの制御を行うと
いったSmall Cell Enhancement（3GPP TS36.932 Ver12.0.0）のシステムにも、本発明は
適用可能である。また、HeNB-GW 114に相当する機能を企業内ゲートウェイに適用する場
合にも、本発明は適用可能である。
【０２５０】
　また、本実施形態は、MME 115がHeNB-GW 114に対してSIPTO at the local networkを起
動していることを通知したが、これ以外の方法で、SIPTO at the local networkが起動さ
れているか否かをHNB-GW 1714に知らせても良い。
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【０２５１】
　例えば、HeNB-GW 114は、MME 115に対して、SIPTO at the local networkが起動されて
いるか否かの問い合わせを行っても良い。
【０２５２】
　あるいは、MME 115の保守監視装置とHeNB-GW 114の保守監視装置が互いに通信を行い、
MME 115の保守監視装置が、該当E-RABについてSIPTO at the local networkを起動してい
ることをHeNB-GW 114の保守監視装置に通知しても良い。
【０２５３】
　あるいは、HeNB-GW 114は、L-GWのIPアドレスの管理情報と、そのL-GWがMME 115にオフ
ロードポイントとして選択されるL-GWであるか否かという管理情報と、を局データとして
管理する。HeNB-GW 114は、MME 115からのE-RABの確立を要求するメッセージの受信時に
、そのメッセージのTRANSPORT LAYER Addressが、管理しているオフロードポイントのL-G
WのIPアドレスと合致する場合に、SIPTO at the local networkが起動されていると判断
しても良い。
【０２５４】
　あるいは、HeNB-GW 114は、MME 115がSIPTO at the local networkを起動する場合にDN
S 118を用いてL-GWを選択する方法と同様の方法を用いて、SIPTO at the local network
でオフロードポイントとして選択される可能性のあるL-GWのIPアドレスを入手しておく。
HeNB-GW 114は、MME 115から、これらのIPアドレスが通知（例えば、E-RABの確立を要求
するメッセージ等で通知）されてくるのであれば、SIPTO at the local networkが起動さ
れていると判断しても良い。
【０２５５】
　あるいは、UEが、MME 115と同期して同じロジックで、MME 115がSIPTO at the local n
etworkを起動するか否かを予測し、SIPTO at the local networkを起動すると予測した場
合に、パケット呼発信用のNASメッセージでSIPTO at the local networkを起動している
ことをHeNB-GW 114に通知しても良い。
（３－３）第３の実施形態の効果
　本実施形態は、以上のような構成であるため、以下に記載するような効果が得られる。
【０２５６】
　第１の効果：
　HeNB-GW 114は、SIPTO at the local networkが起動されていることを知ることができ
る。そのため、HeNB-GW 114は、U-planeリレー機能を起動させないことも可能となり、そ
の結果、U-planeの伝送経路を最適化することが可能となる。
【０２５７】
　第２の効果：
　U-planeの伝送経路を最適化することが可能となるため、U-planeの伝送遅延の改善を図
ることができる。
【０２５８】
　第３の効果：
　HeNB-GW 114とオフロードポイントのL-GW 907間のBackhaul Network 105の回線コスト
を低減させることができる。また、オペレータ側のCAPEXを低減させることができる。
【０２５９】
　第４の効果：
　HeNB-GW 114へのU-planeがオフロードされることによって、HeNB-GW 114のキャパシテ
ィ増加という問題を回避することができる。その結果、HeNB-GW 114の増設が不要となる
ため、オペレータ側のCAPEXを低減させることができる。
（４）第４の実施形態
（４－１）第４の実施形態の構成
　本実施形態は、3G向けの移動通信システムにおいて、SIPTO at the Local Network（SI
PTO at the Local Network with stand-alone GW (with S-GW and L-GW collocated) fun
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ction）を起動する実施形態である。
【０２６０】
　図２４に、SIPTO at the Local Networkを起動可能な、3G向けの移動通信システムの構
成の概要を示す。
【０２６１】
　以下、図２４のシステム構成について、図１７との差分を中心に説明する。
【０２６２】
　L-GW 2407は、HeNB 2403と別装置である。
【０２６３】
　HNB 2404は、L-GW 2405の機能を具備している。
【０２６４】
　本実施形態は、HeNB 2403と別装置であるL-GW 2407にてインターネット106へのユーザ
データのオフロードを実施する。この場合にL-GW 2407はGGSNの機能を具備している。
【０２６５】
　L-GW 2407は、ローカルネットワークに設置されても良いし、Backhaul Network 105に
設置されても良い。また、HNB 2404は、オフロード用のL-GW 2405の機能を具備している
が、オフロード用のL-GWの機能はHNB,RNS,HNB-GW等に具備されても良い。特にL-GW 2405,
2407の設置位置は制限されない。
【０２６６】
　3G向けの移動通信システムにおいても、SIPTO at the Local Networkが起動されている
状態で、HNB-GW 2414がU-planeリレー機能を起動した場合に、第１～第３の実施形態と同
様の問題（信号遅延、Backhaul Network 105の回線コストの増加、HNB-GW 2414のキャパ
シティ増加という問題）が生じる。
（４－２）第４の実施形態の動作
　本実施形態は、第２の実施形態のSIPTO above RAN activation status flagの代わりに
、図２０に示されるSIPTO at the local network activation status flagを用いる。
【０２６７】
　また、本実施形態は、第３の実施形態のSIPTO at the local networkの手順と同様の手
順を、図２４に示される3G向けの移動通信システムに適用する。このとき、図２２と同様
の方法によって、HNB-GW 2414がU-planeリレー機能を起動するか否かを判断する。SIPTO 
at the local networkの起動をHNB-GW 2414が知ることより、U-planeリレー機能を起動せ
ず、HNB-GW2414にてユーザデータを終端しない。つまり、HNB-GW 2414はHNB2404に対する
集線機能を行わない。
（４－３）第４の実施形態の効果
　本実施形態は、3G向けの移動通信システムに対しても、第３の実施形態と同様の効果を
適用することが可能となる。
【０２６８】
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではない。本発明の構成や詳細には、本発明の範囲内で当業者が理解し得る様々な変更
をすることができる。
【０２６９】
　最後に、本発明の概要を説明する。
【０２７０】
　図２５に、本発明の移動通信システムの概要を示す。
【０２７１】
　図２５に示すように、本発明の移動通信システムは、コアネットワーク装置251と、ゲ
ートウェイ装置252と、を有している。
【０２７２】
　ゲートウェイ装置252は、携帯端末（不図示）と無線通信を行う基地局（不図示）をコ
アネットワークに接続する。
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【０２７３】
　コアネットワーク装置251は、コアネットワークに設置され、携帯端末の移動管理を行
う。
【０２７４】
　本発明の移動通信システムは、携帯端末から外部ネットワーク（例えば、インターネッ
ト）に向けて送信されるユーザデータを、携帯端末がアクセスした基地局に近いオフロー
ドポイントにてオフロードするSIPTOを起動することが可能である。
【０２７５】
　コアネットワーク装置251は、SIPTOを起動するか否かを判断するための情報を、ゲート
ウェイ装置252に送信する通信部2511を有している。
【０２７６】
　ゲートウェイ装置252は、コアネットワーク装置251から、上記の情報を受信する通信部
2521を有している。
【０２７７】
　そのため、ゲートウェイ装置252は、コアネットワーク装置251から受信した上記の情報
を基に、SIPTOが起動されていることを知ることができるという効果が得られる。
【０２７８】
　なお、コアネットワーク装置251は、ベアラの確立を要求するメッセージに、上記の情
報として、SIPTOが起動されていることを示す起動状態フラグを設定し、このメッセージ
をゲートウェイ装置252に送信しても良い。この場合、ゲートウェイ装置252は、メッセー
ジに起動状態フラグが設定されていた場合、SIPTOが起動されていると判断して良い。ま
た、コアネットワーク装置251は、SIPTOを起動しない場合にも何らかの情報を送信しても
良い。
【０２７９】
　また、ゲートウェイ装置252は、SIPTOが起動されているか否かをコアネットワーク装置
251に問い合わせ、この問い合わせに対する回答を、上記の情報として受信しても良い。
【０２８０】
　また、コアネットワーク装置251の保守管理装置から、ゲートウェイ装置252の保守管理
装置へ、上記の情報として、SIPTOが起動されていることを示す情報を送信しても良い。
【０２８１】
　また、コアネットワーク装置251は、ベアラの確立を要求するメッセージに、オフロー
ドポイントとして選択したノードのIPアドレスを、上記の情報として設定しても良い。こ
の場合、ゲートウェイ装置252は、コアネットワーク装置251がオフロードポイントとして
選択するノードのIPアドレスを保持し、コアネットワーク装置251から受信したメッセー
ジに設定されたIPアドレスが、保持するIPアドレスと一致した場合、SIPTOが起動されて
いると判断して良い。
【０２８２】
　また、コアネットワーク装置251は、ベアラの確立を要求するメッセージに、オフロー
ドポイントとして選択したノードのIPアドレスを、上記の情報として設定しても良い。こ
の場合、ゲートウェイ装置252は、コアネットワーク装置251がオフロードポイントとして
選択する可能性があるノードのIPアドレスを保持し、コアネットワーク装置251から受信
したメッセージに設定されたIPアドレスが、保持するIPアドレスのいずれかと一致した場
合、SIPTOが起動されていると判断して良い。
【０２８３】
　また、ゲートウェイ装置252は、ユーザデータを中継するリレー機能を起動するか否か
を判断するための起動判断フラグを有していても良い。起動判断フラグは、オフロードポ
イントとして選択されるノードがゲートウェイ装置252よりも上位に位置する場合、起動
可能に設定される。このとき、ゲートウェイ装置252は、SIPTOが起動されていると判断し
、かつ、起動判断フラグが起動可能に設定されている場合、リレー機能を起動すると判断
し、また、SIPTOが起動されていると判断し、かつ、起動判断フラグが起動可能に設定さ
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れていない場合、リレー機能を起動しないと判断し、また、SIPTOが起動されていないと
判断した場合、リレー機能を起動すると判断して良い。
【０２８４】
　また、ゲートウェイ装置252は、コアネットワーク装置251から、起動状態フラグが設定
されたS1APメッセージを受信した場合、リレー機能を起動しないと判断し、また、コアネ
ットワーク装置251から、起動状態フラグが設定されたS1APメッセージを受信しない場合
、リレー機能を起動すると判断して良い。
【０２８５】
　また、ゲートウェイ装置252は、SIPTOが起動されていると判断した場合、リレー機能を
起動しないと判断し、また、SIPTOが起動されていないと判断した場合、リレー機能を起
動すると判断して良い。
【０２８６】
　また、ゲートウェイ装置252は、上記の情報を携帯端末から受信しても良い。
【０２８７】
　また、LTE向けの移動通信システムにおいて、SIPTO above RANを起動する場合（第１の
実施形態に相当）、コアネットワーク装置251は、MME、ゲートウェイ装置252は、HeNB-GW
、オフロードポイントは、RANよりも上位に位置するS-GWおよびP-GWとなる。
【０２８８】
　また、3G向けの移動通信システムにおいて、SIPTO above RANを起動する場合（第２の
実施形態に相当）、コアネットワーク装置251は、SGSN、ゲートウェイ装置252は、HNB-GW
、オフロードポイントは、RANよりも上位に位置するGGSNとなる。
【０２８９】
　また、LTE向けの移動通信システムにおいて、SIPTO at the local networkを起動する
場合（第３の実施形態に相当）、コアネットワーク装置251は、MME、ゲートウェイ装置25
2は、HeNB-GW、オフロードポイントは、local networkに位置するL-GWとなる。
【０２９０】
　また、3G向けの移動通信システムにおいて、SIPTO at the local networkを起動する場
合（第４の実施形態に相当）、コアネットワーク装置251は、SGSN、ゲートウェイ装置252
は、HNB-GW、オフロードポイントは、local networkに位置するL-GWとなる。
【０２９１】
　なお、コアネットワーク装置251およびゲートウェイ装置252には、上記の通信部以外に
も制御部（不図示）が設けられており、上述した処理のうち、上記の通信部が行う通信に
係る処理以外の処理については、上記の制御部が行うものとする。
【０２９２】
　本実施形態は以下のようにも表現できる。
【０２９３】
　If HeNB-GW receives "SIPTO above RAN activation status flag" within the UE con
text setup procedure and E-RAB setup procedure from the MME, then the S1-U inter
face from HeNB may not be terminated at the HeNB-GW. If HeNB-GW receives "SIPTO 
at the local network status flag" within the UE context setup procedure and E-RA
B setup procedure from the MME, then the S1-U interface from HeNB shall not be t
erminated at the HeNB-GW.
　-In case of SIPTO above RAN support, the MME may support the following additio
nal functions:
　　- transfer of the "SIPTO above RAN activation status flag" to indicate that 
MME activates SIPTO above RAN function within the UE context setup procedure and
 E-RAB setup procedure,
　-In case of SIPTO at the local network support, the MME may support the follow
ing additional functions:
　　-transfer of the "SIPTO at th local network status flag" to indicate that MM
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edure and E-RAB setup procedure,
　In case of SIPTO above RAN support, the MME may support the following addition
al functions:
　　--transfer of the "SIPTO above RAN activation status flag" to indicate that 
MME activates SIPTO above RAN function within the UE context setup procedure and
 E-RAB setup procedure,
　In case of SIPTO at the local network support, the MME may support the followi
ng additional functions:
　　--transfer of the "SIPTO at th local network status flag" to indicate that M
ME activates SIPTO at the local network function within the UE context setup pro
cedure and E-RAB setup procedure,
　また、本実施形態において、S1インタフェースは、以下のように定義できる。
【０２９４】
　-Between the HeNB GW and the Core Network,
　-Between the HeNB and the HeNB GW,
　The HeNB GW appears to the MME as an eNB. The HeNB GW appears to the HeNB as a
n MME
　また、本実施形態において、SIPTO at the Local Networkは、「SIPTO @LN」と表現し
ても良い。
【０２９５】
　また、本実施形態において、U-plane（ユーザデータ）を終端（terminate）するとは、
例えばLTEではS1-U interfaceを終端することに当たる。
【０２９６】
　また、本実施形態において、集線機能とは、例えばConcentration機能とも呼ばれる。
【０２９７】
　本出願は、２０１３年１１月６日に出願された日本出願特願２０１３－２３０５４４を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
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